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２０１４年度（２０１４年 4 月から２０１５年３月末）

北関東医療相談会第 2 回総会 議事禄 

 

開催日時     ２０１４年 ６月２１日（土曜日） 午前１０時から 12 時 

会場       栃木県小山市カトリック小山教会 

 後藤裕一郎、黒澤みち子、長澤正隆、矢中幸雄、鈴木美惠子（以上役員）、塚本明美事務局員 

 上村早苗（前橋教会）、加藤健司（土浦教会）、黒澤良雄（館林教会）、二見光子（小山教会）、

二見周平（小山教会）、長澤和子（浦和教会）、柏倉誠（栃木教会）、貝沼紀（とし）夫（土浦教

会） 

委任状 42 人 

開会の挨拶                        長澤事務局長 

総会開催        黒澤みち子 

理事長挨拶                        後藤理事長 

議長                           後藤裕一郎 

書記                           テープと参加者 1 名 

議題 

1） ２０１３年度事業報告                   長澤事務局長 

2） ２０１３年度決算報告                   塚本事務局員 

3） 理事再任について                     長澤事務局長 

4） ２０１４年度事業方針（案）                後藤理事長 

5） ２０１４年度事業計画（案）                長澤事務局長 

6） ２０１４年度予算計画（案）                長澤事務局長 

7） 群馬県県税の扱いについて                 長澤事務局長 

8） 会費額の変更について                   長澤事務局長 

議長、書記解任 

閉会の挨拶                            黒澤副理事長 
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今期の会計について 

収入の部 

① 今期の収入は、1,777,116 円外国人のための医療相談会からの引き継ぎとして 492,750 円を

合算し 2,269,866 円でした。 

② 「外国人のための医療相談会」からの資産を運営資金とした。会費の徴収（308,500 円）につ

いて初年度より悪い 

③ 献金 106 万円のうち個人献金 50 万円の献金があった。 

④ 寄付金は 40 万円でした。 

⑤ 繰越金 412,040 円でした。 

支出の部 

① 支出では反省点としてホームページの作成に 169,000 円と費用がかかりすぎました。 

反省としてホームページについては NPO 法人カリゼに依頼し経費（初回 1 万円、毎月 3,000

円、初年度 46,000 円次年度以降 36,000 円）について圧縮します。 

② 事業費より管理費が高いというのは支援が大きいということになると推計します。 

③ 交通費についても大きな比率を占めています。 

全体として収入は献金によって伸び、繰越金も確保できたが会費徴収が設立当初より悪いので会員

の奮起を促したいと思います。 

 

 

平成26年度事業計画書 

特定非営利活動法人 北関東医療相談会  

１ 事業実施の方針 

  この法人は、第３条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。 

  (1)   特定非営利活動に係る事業 

    ①健康診断事業 

      外国人及び生活困窮者のための医療相談会の企画運営 

    ②社会教育事業 

      外国人の保健・医療・福祉につながる知識・技術の習得につながる研修会、講習会の

企画運営と講習会などへの講師の派遣 

    ③災害支援事業 

災害時救護活動や救護活動を行っている機関との連絡・調整による救護活動の推進 

④人権、平和事業 

人権の擁護、平和の推進活動、及びこれ等の活動をする機関との協力・連絡・ 

活動の調整 

⑤海外支援事業 

国際協力のための海外への必要な人員派遣 
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⑥学習事業 

上記活動を行うために必要な専門性の高い指導者の養成・教育 

２ ２０１4 年度事業計画 

事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事業名 事業内容 

実施 

予定 

日時 

実施 

予定 

場所 

従事者 

の予定 

人数 

受益対象者 

の範囲及び 

予定人数 

健康診断事業 外国人のための医療相談会 6月29日 太田 50人 50人 

 同上 10月5日 宇都宮

市 

40人 50人 

 同上 

 

11月30日 高崎 50人 50人 

 同上 27年3月 益子町 50人 50人 

社会教育事業 研修会 同上 宇都宮 40人  

 

＊近年、医療相談会に来る外国人は「仮放免」と呼ばれる人たちです。この仮放免者は北関東に点

在しており推計で 2000 人とも 3500 人ともいわれています。この人々の支援について当会は、

群馬県・栃木県では積極的に行いました。しかし、埼玉県特に川口市周辺においては多くの方が困

窮しているようにうかがえます。よって 2015 年度には１度は川口周辺で実施すべく準備にあたり

たいと思います。 

 

 

議題 

  7）  群馬県県税について 

  別紙にて案内があり当該年度の「事業報告書」及び「収支決算書」を確認の上決定されるとの

こと、として連絡がありました。 

会計の決算に伴い群馬県県税の減免を依頼することとした。 

 

  ８） 会費額の変更について 

議 案 

①  会費変更についての提案  

   ・年会費 6000 円から 3000 円へ下げることを提案審議する 

   初年度に総会で審議し経過を見守るとした年会費変更について、あらためて審議 すること

とした。 
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   現行 年会費 6000 円      改定後 年会費 3000 円 

      入会金 1000 円          入会金 1000 円 

      協力会員 1000 円         協力会員 1000 円 

      賛助会員 6000 円         賛助会員 3000 円 

         企業会員 30000 円 

  今期は、前年の「外国人のための医療相談会」からみると収入は大きいが、個人会費の入金状

況は悪かった。個人献金が多いのはこの活動が広く知られ理解も深まったことだと思います。 

個人会費の減額は、年金者への対応と幅広く会費を得るための手段として開始当初から議論されて

きていました。 

今回も、会員の中には「6 千円で問題ない」、「減額する必要は無い」と言った貴重な意見をいた

だいています。しかしながら長く始まる年金生活や収入の低い会員の皆様の要望を考慮して会費を

「一口 3000 円」とし現状の会員には複数口以上をお願いし、新規会員にも複数口を依頼し減額の

低下を歯止めすることをお願いし、併せて民間企業の増額に期待したいと思います。 

    会費変更の実施日について 

   2014 年 7 月 1 日から 

②  事業計画案提案    2016 年度              長澤さん 

    ・年間 4 回の計画について 

      埼玉県への進出について説明 

  受け入れ病院についての検討を考慮しています。 

総会の様子 

 

            

 

 

              


